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第１回国立研究開発法人審議会 

国立健康危機管理研究機構評価準備部会 

議事録 
 

 

○ 日時   令和６年 11 月 19 日（火） 15:30-17:30 

 

○ 場所   Web 会議 

 

○ 出席者 

  井上委員、鈴木委員、土井委員、中野委員、花井委員、福島委員 

 

○ 議題 

  （１） 部会長等の選出について 

  （２） 国立健康危機管理研究機構の中期目標の構成について 
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○廣川室長補佐 皆様、こんにちは。 

 定刻になりましたので、ただいまから、第１回「国立研究開発法人審議会国立健康危機

管理研究機構評価準備部会」を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、御多忙にもかかわらず、御出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 私、部会長選出までの間、議事進行を務めさせていただきます、厚生労働省感染症対策

部感染症対策課の廣川と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日の議事は公開となります。議事の様子をユーチューブで配信させていただいており

ますので、あらかじめ御了承ください。 

 なお、本部会は写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので御留意くださ

い。 

 本日は、ウェブで開催することとしております。 

 初めに、ウェブ会議開催に当たり、会議の進め方について御連絡をさせていただきます。 

 御発言される場合は、挙手機能を用いて挙手をしていただくか、チャットに発言される

旨のコメントを記載いただきまして、司会進行をしております者から指名されてから御発

言をお願いいたします。なお、ウェブ会議ですのでタイムラグが生じることもございます

が、御了承願います。 

 会議の途中で長時間音声が聞こえない等のトラブルが生じた場合には、あらかじめお知

らせしております電話番号までお電話をお願いいたします。 

 それでは、部会開催に当たりまして、厚生労働省感染症対策部感染症対策部長の鷲見よ

り御挨拶申し上げます。 

 鷲見部長、よろしくお願いいたします。 

○鷲見部長 皆さん、こんにちは。感染症対策部長の鷲見でございます。 

 本日はお忙しい中、第１回「国立健康危機管理研究機構評価準備部会」に御参集いただ

きまして、誠にありがとうございます。 

 御存じのように、令和７年４月に、国立健康危機管理研究機構（JIHS）が設立されます。

政府に科学的知見を提供する新たな専門家組織として、国立国際医療研究センターと国立

感染症研究所を統合し、感染症等の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医

療提供等を一体的・包括的に行うことを目指します。 

 JIHSの設立の際には、厚生労働大臣が中期目標を定め、指示することとなりますが、JIHS

がその期待される役割をしっかりと果たせるものとしてまいりたいと考えております。後

ほど、本部会の位置づけについても説明させていただきますが、まず今年度は、先生方か

ら御意見をいただいて中期目標の案を取りまとめ、次年度以降は、その中期目標に沿った

評価をお願いしたいと考えております。 

 今回は第１回目ということで、JIHSの中期目標の構成イメージについて御議論いただき

たいと思います。各委員の皆様におかれましては、御専門の立場から御意見、御助言をい
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ただきますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○廣川室長補佐 鷲見部長、ありがとうございました。 

 本部会の委員につきましては、参考資料２にございます委員名簿のとおりです。 

 冒頭、土井委員が、本日、遅れて入室されるとお聞きしておりますけれども、現在、こ

ちらの部会に委員６名のうち５名入られております。国立研究開発法人審議会令に基づき、

本日の会議は成立したことを御報告いたします。 

 それでは、議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第、資料１と資料２、参考資料１から６になります。委員の皆様には事前にお送

りさせていただいておりますけれども、不備等ございましたら事務局にお申し出くださる

ようお願いいたします。 

 それでは、本日の議事に入ります。 

 議題１「部会長等の選出について」とさせていただいておりますけれども、参考資料６、

厚生労働省国立研究開発法人審議会令に基づき、部会長の選出をお願いいたします。選出

の方法につきましては、委員の互選という形になっておりますので、皆様にお諮りしたい

と思います。部会長の推薦をお願いいたします。 

 福島委員、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○福島委員 ありがとうございます。 

 この分野に造詣が深い、中野貴司先生にお願いしてはどうかと思います。国の審議会で

の御経験も豊富ですので、大変適任かと存じます。御検討をよろしくお願いいたします。 

（異議なしの意思表示あり） 

○廣川室長補佐 福島委員、ありがとうございます。 

 ただいま、中野委員のお名前が挙がりまして、皆様からも特段御意見ございませんので、

中野委員におかれましては、部会長として議事運営をお願い申し上げます。 

 それでは、中野部会長、一言お願いいたします。 

○中野部会長 部会長に御指名いただきました、川崎医科大学の中野でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、早速ですが、参考資料６、厚生労働省国立研究開発法人審議会令に基づき、

部会長代理を指名させていただきたいと思います。部会長代理は鈴木委員にお願いしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの意思表示あり） 

○中野部会長 ありがとうございます。 

 それでは、部会長代理は鈴木委員にお願いします。鈴木委員、すみません、お一言よろ

しくお願い申し上げます。 

○鈴木部会長代理 部会長代理の指名、ありがとうございます。 

 分からないことも多いので、皆さんの力を借りながら対応させていただきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 
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○廣川室長補佐 中野委員、鈴木委員、ありがとうございます。 

 それでは、ここからの進行は、早速ではございますけれども、中野部会長にお願い差し

上げたいと思います。中野部会長、よろしくお願いいたします。 

○中野部会長 かしこまりました。 

 では、議題の２「国立健康危機管理研究機構の中期目標の構成について」の議題に入り

たいと思います。国立健康危機管理研究機構（JIHS）の中期目標の構成についてです。 

 まずは、事務局から資料１及び資料２について御説明をお願いいたします。 

○乙井室長補佐 よろしくお願いいたします。JIHS準備室室長補佐の乙井でございます。 

 それでは、お手元の資料１、資料２に基づいて御説明をさせていただきます。画面のほ

うにも投影させていただいております。 

 まず、資料の１、JIHSに関するこれまでの動きと中期目標の構成等について、を御覧く

ださい。 

 資料の右下のほうに、少し重なって恐縮ですが、通し番号を振ってございます。２ペー

ジを御覧いただければと思います。 

 まずは、国立健康危機管理研究機構法の概要でございます。 

 法律の趣旨でございますが、感染症その他の疾患に関し、調査研究、医療の提供、国際

協力、人材の養成等を行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが

ある感染症の発生及び蔓延時、つまりパンデミックにおいて疫学調査から臨床研究までを

総合的に実施し、科学的知見を提供できる体制の強化を図るということで、現在ございま

す国立感染症研究所とNCGM、国立国際医療研究センターを統合して、新たな機構を設立す

るというものでございます。 

 法律の概要でございますが、下の枠の（１）機構の組織というところで、機構は、政府

の全額出資の特殊法人としてスタートいたします。 

 また、少し下がりまして（３）機構の監督というところで、先ほど申し上げましたパン

デミック時に必要な対応がとれること、できるようにということで、監督上必要な命令を

することができると書いてございます。 

 駆け足で恐縮ですが、３ページ目でございます。 

 JIHSの目的・機能というところで、機構の機能、２つ目の囲みを御覧いただければと思

います。 

 感染症インテリジェンスの基盤強化、情報収集・分析・リスク評価というところが中心

になってございますが、下のところに「機構の業務」と書いてございます。感染症その他

の疾患に係る予防・医療に関し、調査・研究・分析・技術の開発を行うとともに、また、

関連する医療の提供を行うということでございます。 

 この中で、１つは国際連携、国際機関等との連携を行いますし、また、左側にまいりま

すが、感染症臨床研究ネットワークということで、国内の指定医療機関等とのネットワー

クを構築する。また、アカデミアとの研究開発の推進も行ってまいります。 
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 また、一方で、地方自治体ですとか、特に地方衛生研究所、地衛研に対する研修等を通

じた支援を行ってまいります。こういった総合的な機能を持って、政府に対して科学的知

見を提供してまいります。これがJIHSの機能となってまいります。 

 おめくりいただきまして、４ページ目でございますが「機構設立に向けたこれまでの対

応状況と目標策定に係る今後の主な予定」というところでございます。 

 昨年の５月に機構法が成立をいたしました。 

 その後、設立準備委員会を設けまして、新機構が、どういった機能を担うべきかという

ことを整理してまいりました。 

 また、略称を、先ほどから出てまいりますが、JIHSにするということを決定いたしまし

て、また、設立日を令和７年、来年の４月１日にするということを決定してございます。 

 それで、報告書を取りまとめておりまして、後ほど御説明申し上げますが、これに基づ

いて、今般の中期目標の一部を構成していきたいと考えております。 

 一方で、今回の中期目標の中でも、後ほどまた御説明申し上げますが、大きなパーツと

なってまいりますが、本年の７月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画、これについ

ても閣議決定、更新をされてございます。 

 また今年９月になりまして、本部会、国立研究開発法人審議会にJIHS評価準備部会を設

置となってございます。 

 また、本部会において御意見も頂戴してまいりますが、あわせて、２つ動きがございま

して、１つが今年の９月でございますが、これまでございました国立高度専門医療研究セ

ンターの評価部会、いわゆるNC部会において、これまでもNCGM、国際医療センターの法人

評価を行っていただいてまいりましたが、この中で、NCGMはJIHSに統合されますが、参考

資料４を、またお読みいただければと思いますが、JIHSの中期目標について、こういった

ことを踏まえて、措置を講ずるべきということを御指摘いただいております。 

 もう一つが、10月でございますけれども、総務省の独法評価制度委員会の評価部会にお

いても、こういったことを踏まえて、中期目標を策定すべきということで、中期目標の策

定に向けた論点についてということも、これは参考資料５でございますが、頂戴をしてい

るところでございます。 

 これらを踏まえ、また、本部会の御意見を頂戴しながら、中期目標を取りまとめてまい

りたいと考えてございます。 

 続きまして、５ページ目でございまして、改めてでございますが、本部会についてでご

ざいます。 

 機構法に基づきまして、JIHSの中期目標に係る意見聴取等を国立研究開発法人審議会に

するとしてございまして、細かいですが、この審議会については、名称を国立研究開発法

人等審議会に改めるということをさせていただいておりますのと、その下に、今般のJIHS

の中期目標を御審議、評価いただく、評価部会を新設するとしてございます。 

 この評価部会の新設自体は、令和７年４月、JIHSの発足とともにということになります
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が、それまでの準備行為として、中期目標を御審議いただく評価準備部会を新設するとい

うことでございまして、本日から審議をお願いしたいと思います。 

 続きまして、６ページ目でございます。 

 「中期目標の作成に当たっての諸前提」ということでございます。 

 機構の中期目標については、機構法第27条において定めるべき事項が規定されてござい

ます。 

 これが左下のほうでございまして、赤線で点線囲みをしてございますが、一、二、三、

四、五とございます。 

 まず１つが、国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及び

蔓延に備えるための体制整備に関する事項ということで、これがJIHSにとって特有の大変

重要な、ほかの研究開発法人等々と比べましても、特有の事項になってこようかと思いま

す。 

 また、研究開発の成果の最大化その他というところ、あと、業務の運営の効率化、財務

内容の改善、その他ということで、こちらは、研究開発法人等々とも並びで入っている項

目になろうかと思います。 

 構成イメージについては、後ほど御説明を申し上げます。 

 上に戻りますが、機構法上は、こういった記載がございます。 

 一方で、独立行政法人の目標の策定に関する指針というのが、総務大臣決定で出てござ

いまして、今回はこの規定が準用される見込みとなってございます。 

 また、先ほども申し上げましたが、独法評価制度委員会から中期目標に係る留意事項も

示される予定でございますが、では、独法の目標の策定に係る指針について、ポイントと

なっているところが何かというのが、この右下でございます。 

 ポイントだけ押さえてございますが、まず、中期目標の冒頭に、法人のミッション、役

割を記すことということでございます。 

 また、先ほどありました、研究開発の成果の最大化につきましては、漫然と事業を並べ

るのではなくて、事業等のまとまりを明示することとなってございます。 

 また、続きまして、研究開発に係る目標については、目標策定時に適切な評価軸、また、

指標を設定することとなってございますのと、また、重要度、困難度の設定を行うという

ことを書いてございます。 

 ７ページに参りまして、こちらが中期目標の具体的な柱立ての（案）でございます。 

 第１から第７でございます。 

 第１が、先ほど申し上げました、法人のミッション、役割でございます。 

 第２、中期目標の期間、これは、法定で６年となってまいります。 

 第３が、パンデミックに備えるための体制整備に関する事項。 

 第４が、研究開発の成果の最大化、その他の業務の質の向上に関する事項。 

 第５からが、業務運営の効率化、また、財務内容の改善、その他としてございます。 
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 これに基づきまして構成イメージというのを、続きまして、資料２を御覧いただければ

と思います。 

 本日は初回でございまして、現在策定中の構成イメージということで御覧いただければ

と思います。 

 お手元の通し番号で言いますと、右下の12ページからになってまいります。 

 まず「第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割等」ということでございまして、

法人の機構の役割、ミッションと、あと、機構の位置づけを記載するとしてございます。 

 中期目標の期間は、令和７年４月から13年３月、年度末までの６年間としてございます。 

 では、先ほどからございます、第３でございますが「国民の生活及び健康に重大な影響

を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する事項」と

いうことで、枠で囲ってございますが、こういった考え方に基づいて構成してはどうかと

いうことでございますが、まず、１つ目の※印でございまして、先ほどもございましたが、

本年７月２日に閣議決定をされております、政府の新型インフルエンザ等行動計画に基づ

く役割を果たすための体制整備について記載することとしてはどうか。 

 また、柱立てにつきましては、先ほど御紹介申し上げました、設立準備委員会において

示された機構が担うべき機能を踏まえて、この４つの柱としてはどうかということで、情

報収集・分析、リスク評価、これが１つ、研究開発が２つ目、臨床、また人材育成確保、

これらにしてはどうかということで考えております。 

 その具体的なところが、この下段からでございまして、まず１つ目「情報収集・分析、

リスク評価」ということでございますが、感染症有事における対策の基礎となる臨床像・

疫学的知見・病原体の性状など、また、国民生活及び国民経済へ与える社会的影響の把握

のために、平時から具体的な取組を進めていくこととしてはどうか。 

 また、政府の求めに応じて、しっかり必要な情報を提供する。また、国民に対する情報

提供をしっかりしていくということで、具体的な取組として考えられる項目としまして、

下に挙げてございまして、例えば、感染症の発生動向の把握のためのシステムの活用、ま

た、感染症関連情報ですとか、保険医療、予防接種等々のもろもろのデータベースの運用。 

 続きまして、通し番号13ページに参りまして、国際機関、また、諸外国等々、また、国

内においては、地方公共団体等との連携、情報収集を進めていく。 

 また、有事において、FF100、ファースト・フュー・ハンドレッドという、発生初期のご

く少ない数百例のような、通常のサーベイランスとは違う調査の実施を可能にするために、

しっかりと具体的作業フローを定め、平時から訓練等を通じて必要な準備を進めると、こ

ういったことを記載してはどうかと考えてございます。 

 ２つ目「研究・開発」でございますが、感染症有事において、検査・診断法、治療薬、

治療法等々について、しっかり速やかに実用化できるように、平時から、基礎研究による

シーズ開発、また、臨床研究まで一気通貫で進める体制の構築に向けて、取組を進めては

どうかということで考えてございます。 
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 取組として記載が考えられる事項ということで、医師主導治験等に参画しまして、臨床

研究等のネットワークのハブの役割を果たしていく。 

 また、現在のREBIND、感染症臨床研究ネットワークの運営、生体試料の提供等々に努め

る。 

 また、有事にしっかり切替えを行って体制を構築するための具体的作業フローをあらか

じめ定めるとしてはどうかと考えてございます。 

 ３つ目「臨床」でございます。 

 コロナ禍においても、総合病院機能、NCGMの中で果たしてまいりまして、もろもろの対

応をしてございましたが、そういった感染症有事の対応を高めるためにも、平時の総合病

院機能を維持・強化する。また、有事の際には、機構内外からのサージキャパシティを確

保する。こういったイメージでございまして、考えられる項目として、救急医療や集中治

療の充実。 

 また、現在、国立病院機構の中で運営されております、日本DMATにつきまして、JIHSに

移ってまいりますので、その事務局運営をしっかり行っていくとしてはどうかと考えてご

ざいます。 

 14ページ目に参りまして「人材育成・確保」というところでございます。 

 記載イメージということで、今まで御紹介しました１から３の機能強化に向けた人材確

保、育成のために、専門性の高い人材を育成する。 

 また、感染症危機対応のリーダーシップでございますが、感染症専門家だけではない幅

広い人材、リーダーシップを取ることができる人材を確保していくということが考えられ

るのではなかろうか。 

 取組として考えられる項目ということで、国内外の大学研究機関等との、いわゆるクロ

スアポイントメントですとか、組織的な人材交流を高めていく、また、公衆衛生に対応す

る人材の様々な研修を通じた確保。 

 それから、先ほども御紹介しましたが、組織の内外からのサージキャパシティ体制の構

築、こういったことを記載し、進めてはどうかと考えてございます。これが第３でござい

ます。 

 続きまして、第４ということで、研究開発の成果の最大化その他ということでございま

すが、これも網掛けをしてございますが、まず、１つ目の※でございます。機構が行う業

務は、現在の、いわゆる感染研でございますが、感染研とNCGMが実施してきた、これまで

の業務を引き継ぐ形で法定されております。 

 それを踏まえまして、これまで２者が担ってきた業務をしっかり質の向上を図っていく、

これからもしっかり推進して向上させていくということを、この第４の中で記載してはど

うかと考えております。 

 機構が実施する業務ということで、この中に列挙してございます。これまで２者で行っ

てきた研究ですとか、サーベイランス、レファレンス、医療の提供、人材育成、国際連携、
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また、成果の普及、また、NCGMにございます、看護大学校における看護の教育・研究、そ

の他ということでございます。 

 また、先ほど資料１の中でも御説明申し上げましたが、総務省の策定指針について、目

標の事業のまとまりをしっかりつくるべきということがございましたので、この第４の項

については、以下のまとまりに分けて記載してはどうかと考えてございます。 

 まずは、感染症の基礎研究を中心とした分野、また、実用化を目指した臨床研究、それ

から国内外の医療の推進のための研究、それから、公衆衛生研究、この４つとしてはどう

かと考えております。 

 めくっていただきまして、通し番号15枚目でございまして「また」とございますが、感

染研及びNCGMにおいて、これまでの研究の蓄積を踏まえて、しっかりJIHSにおいて、基礎

から臨床研究、また、公衆衛生研究まで一気通貫の研究が着実に実施されるように、各業

務の推進に当たっての基本的な考え方を、冒頭に記載してはどうかと考えてございます。 

 それでは、この研究というところ、今、４つに分類してどうかということでございまし

たが、それぞれについてイメージを申し上げてまいります。 

 まず１つが、15ページ目の「１．研究」「記載イメージ」というところで、感染症の基

礎研究を中心とした分野で、記載が考えられる事項は項目ということで、まずは基礎研究

に係る能力を平時よりしっかり醸成していくこと。 

 また、病原体等の伝播機序、増殖機序、病態解明等についての研究成果を創出していく。 

 また、基盤構築として、動植物、細胞、遺伝子等の確保・保管等々をしてはどうかと考

えております。 

 続きまして、実用化、臨床研究のところでは、臨床研究の中核的な役割を担う、そのた

めの総合病院機能を生かす。 

 また、First in Humanをはじめとする早期臨床試験の実施を行う。 

 また、バイオバンクネットワーク等々、創薬に資する臨床研究の推進を行うということ。 

 また、国際のところでございますが、国際保健の向上に寄与する、また、これまでNCGM

で行ってまいりました、HIV、肝炎、糖尿病等々、この辺りの予防診断治療の研究開発にも

取り組むということ。 

 また、もう一つが、現行、国立高度専門医療研究センター、ほかの５つと連携体制を取

っておりますが、これを引き続き維持していくということでございます。 

 公衆衛生研究というところでは、学際的な手法を用いて、研究の基盤をしっかり構築し

ていく。 

 また、リスク評価の実地疫学研究も行い、ワクチンの費用対効果等々についても、情報

収集、研究をしていくということでございます。これが研究の項目でございます。 

 少し駆け足で恐縮でございますが、サーベイランス業務等ということにつきましては、

これまでも２者でやってまいりましたサーベイランス、レファレンスですとか、地衛研の

支援等々について記載してはどうか。 
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 続きまして、医療の提供でございますが、NCGMのセンター病院または国府台病院でやっ

てまいりましたが、ここをしっかり、引き続き継続していく。 

 また、※印で書かせていただいておりますが、HIV感染症の診療については、現在、NCGM

の中長期目標がございますが、その記載を引き継いでまいります。 

 また、先ほど申し上げました、日本DMATの事務局の運営を担ってまいります。 

 また、次の「４．人材育成」でございまして、感染症に係る人材育成に加えということ

で、しっかり国際協力等々のリーダーとなる人材育成、また、臨床研究の支援人材の育成

を行っていくとしております。 

 ６ページ目、通し17に参りまして、国際協力ということで、国際的な連携の推進に加え

まして、医療技術等々の国際展開の推進ですとか、また、新興国・途上国の感染症対策の

支援を行っていくこととしてはどうか。 

 成果の普及というところは、こちらは分かりやすい研究成果の発表、紹介ですとか、関

係学会と連携しつつ、診療ガイドラインを作成していくとしてございます。 

 ７番目が「看護に関する教育・研究」。 

 ８番目が「その他」としてございます。 

 それから、第５以降につきましては、業務運営の効率化、財務内容の強化ということで

ございまして、第６のところ、効率化というところでは、取組として考えられる事項とい

うことで、弾力的な組織再編ですとか、タスク・シフト、タスク・シェアリングの推進、

また、後発医薬品のさらなる使用の促進ですとか、一般管理費の在り方について考えてい

く。 

 また、医薬品の共同調達等々についても推進していくと書いてございます。 

 「第６ 財務内容の改善に関する事項」というところで、運営費交付金以外の自己収入

の増加について、どうやっていくのかというのを記載してはどうかと考えてございます。 

 あと、その他というところで、情報セキュリティ、また、先ほどもございましたが、エ

イズ裁判の和解に基づく対応ということで記載してはどうかと考えてございます。 

 駆け足で恐縮でございますが、以上、説明となります。よろしくお願いいたします。 

○中野部会長 乙井補佐、御説明をどうもありがとうございました。 

 それでは、今、事務局から御説明いただいた内容を踏まえて、委員の皆様から御意見を

いただきたいと思います。 

 本日は初回ということもありますので、最初の御発言の際に、簡単に御所属などをおっ

しゃっていただいた上で、御意見を頂戴できればと思います。 

 では、御意見のある委員の方、挙手でお知らせいただければと思います。いかがでしょ

うか。 

 では、花井委員、お願いいたします。 

○花井委員 ありがとうございます。ネットワーク医療と人権の花井十伍です。 

 今回、御説明を受けて思ったのは、基本的には、NC時代の中期目標の構造に機構法の目
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標規定であるところの、特に１の「国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ

る感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する事項」というところが足され

たような、骨格としては、そのように見ました。 

 それで、そういうつくり方をしていくのだろうなとは思うのですが、少し気になるとこ

ろは、JIHS法において、もともとこの法律、機構の業務に関しては、感染症その他の疾病

に係る予防及び医療と書いてあって、その他の疾患というのが入っているのですね。 

 ところが、中期目標では、その他の疾患に関するところが特に増えていないから、その

他の疾患という話は、健康危機とは切り離されているように見えるところが少し気になっ

ていて、例えば健康危機、もちろん一義的にはインフルエンザ様の感染症の脅威が、SARS

とかから、これが発想されているからよく分かるのですけれども、例えばですが、私ども

は薬害被害者グループなので、例えば、水俣病のときに有機水銀という物質なのですけれ

ども、当時、古い話ではありますけれども、その有機水銀の毒性とかについて、有機水銀

と水銀の、いわゆる胎盤透過性とか、それから、その症状としての末梢神経症状などは、

実はだんだん分かってきたら、中枢神経を侵されたとか、そういったことの科学的知見の

蓄積が遅れたせいで、かなり被害が拡大もしたし、被害者がつらかったとか、恐らくこう

いう事態も健康危機として、JIHS法においては想定されているイメージだったのですけれ

ども、中期目標に特出しされたのは、感染症だけになっているので、そこの整理の構造が

少し気になっています。 

 あと、感染症の中でも、特にインフルエンザ様のものが、国の、いわゆる閣議決定がご

ざいますので、想定イメージなのですけれども、やはり食物から、それから、私どもの感

染症であれば血液感染なのですけれども、そういったものよりも、やはりインフルエンザ

のほうに寄っているような気がしていて、それを法律上は、この中期目標の中では、感染

症の発生、まん延と書いてあるので、それは規定だから、そのままなのですけれども、少

し整理の仕方として、どう考えるかというところが気になっています。 

 だから、いわゆる機構法が持っているその他の疾患という部分と、感染症という部分の

関係性をもう少し、僕の個人的な意見としては、やはり、今言ったような化学物質、これ

は、例えば生物兵器であったら、いわゆる炭疽菌とかが想定されていると思うのですけれ

ども、水俣みたいな場合だったら、もし兵器であれば化学兵器と言われる領域に入るかも

しれないので、そこのところの、いわゆる国の安全保障の部分も当然想定されていると思

うのですけれども、その辺の整理が少し曖昧になってしまっていると、法律の想定上。 

 御案内とおり、CDCはそれを含んでやっているわけであって、そこのところがCDCよりバ

ランスが偏っているような気がしました。 

 以上です。 

○中野部会長 ありがとうございました。 

 花井委員から、インフルエンザ等の一般的な、よく聞くコモンディジーズである感染症

以外の、様々なこれまでカバーしてきた領域をどのように考えるかというところだったと



12 

思いますが、事務局から現時点で、何か先ほどの花井委員のコメントに対してお答えとか、

コメントはございますでしょうか。 

 お願いいたします。 

○渡邊室長 準備室長の渡邊でございます。よろしくお願いいたします。 

 御指摘いただいた点でありますけれども、まず、JIHSが感染症以外の健康危機をどう捉

えるかということかと思いますが、設立経緯を踏まえますと、まず、コロナの対応から様々

検証した上でJIHSの発足ということにつながっておりますので、まずは、感染症危機への

対応に万全を期すことが重要だと考えております。 

 この点は、花井委員からもコメントがございましたが、中期目標においても第３という

ことで、パンデミックの備えの章を１つ大きく立てているということにも表れているかと

思います。 

 一方で、例えばJIHSに事務局を移管するDMATは、災害時にもこれまで同様に出動をして

まいりますし、あるいは感染症以外の健康危機の際に、臨床などJIHSが持っている機能が

必要だということになりましたら、そのときに対応するということだと思いますが、あら

かじめ中期目標として体制整備をしっかりと指示するというものは、まずは感染症危機の

ところが大きく出てくると、このような理解でございます。 

○中野部会長 ありがとうございます。 

 花井委員、現時点では、よろしいですか。 

○花井委員 ありがとうございます。 

 そういう構造と見たのですけれども、ですので、そうだとすれば、単にNCGM時代からあ

るような機能をうまく使えばいいという感じなのですけれども、中期目標は６年間なので、

いわゆる法律上の一、二、三、四とあって、業務運営、財務内容、その他運営、これはNC

時代もよくあった話なのですが、研究開発の成果のところですかね、どこかで、やはり新

しい形で盛り込んでおくというのはいいかなと思います。どう盛り込むかは、具体的な文

面の中で考えるべきだと思うのですけれども、一義的に感染症の危機というのは、全くそ

のとおりなので、そこには別に異論はないのですけれども、それだと、先ほど言ったよう

に、NCGM足す感染症という足し算の構造だけになっていて、ちょっと６年間使う中期目標

としては、新しさが不足するかなという気はしました。 

 以上です。 

○中野部会長 花井委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかの御意見、委員の方からいかがでしょうか。 

 福島委員、お願いいたします。 

○福島委員 御説明ありがとうございました。 

 今、花井委員が御質問されたことに対しての事務局回答を拝聴しまして、まずは感染症

に特化するということで承知しました。 

 その延長なのですけれども、全体ページ数で13枚目、下のページ数で言うと12枚目なの
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ですが、点線四角囲みのところですね、機構が「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」

に基づく役割を果たすための体制整備について記載することとしてはどうかというような

方針が書かれております。その関連で少し気づいたのですけれども、行動計画には、民間

との連携について書かれているのですけれども、この中期目標では民間との連携というの

があまり見えてこなくて、そこは、あえて、あくまでも国の機関ということで書かれない

方針であるのか、それとも新しい組織を目指すというところで、そちらも書いてもいい方

針なのかということを１つお伺いしたいと思います。 

 ２点目の御質問も併せてよろしいですか。 

○中野部会長 お願いいたします。 

○福島委員 ありがとうございます。 

 下のページ数で17ページ目、全体ページ数で18ページ目なのですけれども、この６番の

「成果の普及等」というところに、恐らく広報という点も入ってくるかと思いますが、JIHS

に広報部門を設置される御予定であるのかどうかということをお聞きしたいと思います。

やはり新しい機関ですので、積極的に一般国民に向けても分かりやすい形で公表していた

だきたいと思いまして、それがこの「成果の普及等」の「研究活動や研究成果のわかりや

すい発表・紹介」と書いているところに当たると思うのですけれども、単なる研究成果の

プレスリリースにとどまらず、例えばですけれども、海外の米国CDCとかイギリスのNHSで

は、一般向けの動画とかを作成されていますね。そのような少し新しいツールで、どんど

ん広報していかれる予定なのかどうか、私は、実はそこに期待をしているわけですけれど

も、その辺りをお聞かせいただけますでしょうか。 

○中野部会長 ありがとうございました。 

 福島委員からは２点だったと思います。１点は民間との連携について、２点目が広報部

門、新しく広報に力を注ぐ、そういったことをどのように考えておられるか、この２点で

すね。 

 では、事務局から何かあれば、お願いいたします。 

○渡邊室長 お答えさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、本日の資料の２が中期目標の構成イメージということで、

あまり文章を書き込んでいないところではありますが、当然、JIHSが様々な関係機関との

ネットワークのハブを果たしていかないといけないということだと思っておりまして、民

間にもいろいろあるかと思いますが、研究機関であったり、大学、企業、様々なところと

関係性を構築していくということだと思います。 

 この後、文章化の作業をする中で、書けるところを書き込んでいきたいと考えておりま

す。 

 ２点目のほうでございます。広報部門を設置するかどうかにつきましては、今、組織の

詳細について、法人のほうで検討しておりますが、政府行動計画におきましても、また、

我々としましてもJIHSの広報機能というのは、極めて重要だと考えておりまして、それを
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どこかのセクションで担当するということになろうかと思います。 

 御指摘いただいたような単なるプレスリリースではなくて、分かりやすい情報発信をと

いうことについては、重要な点かと思いますので、そうしたことも目標に反映させていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○中野部会長 ありがとうございました。 

 福島委員、よろしかったですか。 

○福島委員 ありがとうございます。結構です。 

○中野部会長 それでは、ほかの委員の先生方から御意見があれば、承りたいと思います。

いかがでしょうか。 

 鈴木委員、お願いいたします。 

○鈴木部会長代理 ありがとうございます。 

 私が知る限り、やはり途上国、中国等の辺りで大きな流感というか、感染症の発生が多

く見られることから、可能であれば、JICAさんみたいな途上国支援をされる団体に関する

援助というのも、ある程度重点的に支援というか、協力をしていただいたほうが、よりそ

ういった効果的な手立てですかね、感染症の拡大の予防等については、早めに対策ができ

るような気がするのですが、そういったことは、当然、お考えということでよろしいでし

ょうか。 

○中野部会長 ありがとうございます。 

 これまでNCGMが担ってきた国際協力、フィールド調査とか開発協力、そちらで途上国へ

の、言ってみれば、JICAとか外務省との連携も含めてという御質問ですね。 

 では、事務局、お願いいたします。 

○渡邊室長 ありがとうございます。 

 今、部会長からも御紹介いただきましたが、現在の国際医療研究センターにおきまして

も国際医療協力ということで、途上国に対する派遣ですとか、あるいは研修生の受入れで

すとか、様々な国際保健の向上に向けた活動をしておりますので、そうしたことは、JIHS

においても着実に引き継いで、また、充実をさせていくものと考えております。ありがと

うございます。 

○鈴木部会長代理 ありがとうございます。 

○中野部会長 ありがとうございました。 

 それでは、井上委員、手を挙げていただいています。よろしくお願いいたします。 

○井上委員 ありがとうございます。 

 一橋大学の井上でございます。法学が専門で、知的財産、知財政策等を研究しています。 

 本日は感染症を罹患しており、ビデオオフで、自宅から参加させていただいております。

よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、４点、コメントがございます。 
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 まず、私の専門に関係する知財戦略の観点なのですが、知財戦略が関係してくるとしま

すと、研究開発のところです。 

 研究開発については、資料４ページ、実用化を目指した研究開発に関する御説明があり

ました。 

 より応用的な問題としては、有事対応で、２ページ、有事の際に研究開発から迅速に実

装に繋げていくフェーズについての説明がございます。 

 この資料には、特に知財マネジメントということは書いていないのですが、実用化のフ

ェーズでの研究開発では、知財戦略、あるいはマネジメントが重要になってまいります。

特に有事の対応をどうするのかというのは、あらかじめ、手はずを決めておく必要があり

ます。有事にかぎらずとも、実用化のフェーズでの研究というのは、企業も入った産学連

携ということもあり、企業との関係で法人の側もしっかりした知財マネジメントの仕組み

を整えておく必要もあるだろうと思います。 

 御案内とは思いますが、令和５年に大学に関して、大学知財ガバナンスガイドラインが

内閣府・文科省・経産省から公表されています。 

 こちらの法人においても、知財マネジメントをしっかりやっていく必要があると思いま

す。中期目標に書き込むべき問題かというのは御判断があろうと思いますけれども、重要

性がある問題として指摘させていただきます。 

 ご参考までに、特許庁の外郭団体でINPITというのがありまして、知財分野での産官学の

連携などの支援事業なども行っていますので、適切な支援を受けながら対応していただき

たいというのが１点目です。 

 ２番目は、リスクコミュニケーションです。先ほど広報の充実について御指摘がござい

ましたけれども、私もこの点は非常に重要かなと思っております。 

 １ページの下のほうの有事の「情報収集・分析、リスク評価」で、国民に対して科学的

な知見を分かりやすく情報提供・共有を行うということが書いてございました。 

 新型コロナ感染症の拡大の際に、一市民、一国民として、こういった有事のリスクコミ

ュニケーションがいかに重要なのかということを身にしみて感じました。 

 リスクコミュニケーションの在り方について、第３の中の取組に具体的な記載は無く、

また、第４の研究開発のところでも、公衆衛生分野の研究の中でリスクコミュニケーショ

ンに関わる研究などは挙げられていませんが、リスクコミュニケーションの重要性も指摘

しておきたいと思います。 

 以上が、２点目でございます。 

 ３点目は、情報セキュリティやELSIの問題です。 

 言うまでもないことですが、機微に触れる個人情報を扱うことになるので情報管理・セ

キュリティのための体制整備が求められます。概念的には資料の第７の「その他業務運営

に係る重要事項」の「法令遵守等の重要性」に含まれる事項ですが、第３の感染症関連の

有事対応ですとか、第４の研究開発の分野でもこういった問題にも関わります。 
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 特に、情報収集段階でのデータベースの構築ですとか運用の際に、個人情報の扱いをど

うするのか、そのルールを整備し、ステークホルダー間で日頃から意識合わせをしておく

ことは重要だと思っております。 

 個人情報保護法といったハードローに従った管理、運用ができているということに限ら

ず、より広くELSIの観点で社会的に受容されるようなものであることも求められると思っ

ております。 

 長くなって申し訳ありません、第４点目は、資料第３の感染症対策の体制整備と、それ

から第４の研究開発の関連のところに書かれております人材育成・確保についてです。 

 昨今、企業では人的資本経営の高度化が図られており、経産省の「人材版伊藤レポート」

といったようなガイドラインを参照して様々な取組みが行われています。 

 人材版伊藤レポートをみますと、現状のAs-Isと目指すべき姿To-beのギャップ分析をし

て動的人材ポートフォリオをつくる。例えば、中計期間終了時に、どのような専門性のあ

る人材が何人ぐらい必要なのかといった人材ポートフォリオを作成し、それをバックキャ

ストして、２年後までにはどんな人材がどのぐらい必要だということを計画していくとい

うことで、目標とする人材ポートフォリオ実現のために評価指標も設けてロードマップを

作ることになります。人材育成・確保については、こうした考え方を取り入れて進めてい

ただければと思います。 

 特に、関係する法人の中に囲い込んだ人材だけではなくて、関係諸機関ですとか、ステ

ークホルダーとの連携も含めて、必要な人材のポートフォリオというのを検討していただ

くというのをお願いしたいと思っております。 

 少し長くなりましたが以上です。 

○中野部会長 井上委員、体調が万全でない中、詳細に専門の観点からコメントをありが

とうございます。 

 ４点おっしゃっていただいて、１つは知財戦略、２つ目がリスクコミュニケーションの

大切さ、これは、福島委員からの広報ということとも関係することです。３番目が情報セ

キュリティの問題、４番目が人材育成で、目指すべきポートフォリオという観点であった

かと思いますけれども、事務局からいかがでしょうか。 

○渡邊室長 ありがとうございます。 

 井上先生におかれましては、御体調のよろしくないところ、誠にありがとうございます。 

 ４点いただいたそれぞれは、非常に重要な点でありまして、本日段階では、まだ粗々の

ものということで反映できていない部分もございますし、中期目標ですのである程度ざっ

くりと指示をしまして、法人において計画をつくっていくような、そういう立てつけもご

ざいます。 

 目標の中でどのくらい書き込んでいくか、それぞれの項目について検討をさせていただ

きたいと考えております。どうもありがとうございます。 

○井上委員 よろしくお願いします。 
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○中野部会長 ありがとうございます。 

 それでは、土井委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○土井委員 ありがとうございます。 

 藤田医科大学の土井と申します。 

 少し参加が遅れてしまって申し訳ございません。少し聞き逃していたところがあれば、

御指摘いただきたいのですが、私からは、まず、２点お伺いできればと思います。 

 まず、１点は、附帯決議というところにあります、機構の役割の５番目のところで「機

構が提供する科学的知見のみならず、政策提言についても積極的に受け入れを検討するこ

と」と、これは政府の側だと思うのですけれども、この点について、私も経緯は存じ上げ

ないところなのですけれども、恐らく機構に期待されている役割というのは、科学的な情

報の収集、分析、評価、そして提供、広報も含めてというところになると思いますけれど

も、この書き方を見ていると、機構が政策提言をすることが期待されているとも見えまし

た。 

 ただ、それを受けた今回の中期目標のドラフトというところには、そのことがあまり書

かれていないということがあって、私は個人的な立場としては、政府の役割と機構の役割

というのは、ある程度そこできちんと切り分けられていることが、国民の信頼を得るとい

った点でも望ましいのではないかとは思っているのですけれども、いずれの側にしまして

も、この関係性を整理しておくことは必要かなと思いました。 

 ２点目は、今、井上委員からも御指摘があったところで、人材育成に関するところです。

これは、各項目で人材育成の重要性ということは、うたわれているのですけれども、物理

的に機構というのは、基本的に１つの病院と１つの研究所ということになりますので、今

回のパンデミックでも明らかなように、臨床側ですと、感染症指定病院等、全国の病院が

関わっていくことになりますし、感染研的な機能の側では、衛研、保健所といったところ

との連携、また、人材の育成ということが非常に重要かと思います。 

 これを読んだところですと、今、御指摘があったように、どうも機構の中の人材育成と

いうところが、主に念頭に置かれているようですけれども、先ほどの具体的な目標という

ところも含めて、いかにより現場に近いステークホルダー、医療施設ですとか、自治体の

公衆衛生部門の人材教育をしていくのかというところを、もう少し前面により具体的に打

ち出してもよいのかなと感じました。 

 私からは以上です。 

○中野部会長 ありがとうございました。 

 附帯決議にある政策提言ということの、JIHSの中での位置づけと、国との関係ですね。

もう一点が人材育成でございます。 

 事務局から、よろしくお願いいたします。 

○渡邊室長 土井先生、ありがとうございます。 

 まず、政策提言のところでありますけれども、基本的な政府とJIHSの役割分担としまし
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ては、科学的知見の収集、整理をしていただくのがJIHSで、そこからの情報をいただいて

政策決定をしていくのは政府となるのですけれども、そのときに、データみたいなものだ

けをいただいて、政策提言的なものが伴わないかというと、実際のやり取りは、そんなに

ぱちっと切られたものではないと思っておりまして、そういうことが、この附帯決議にお

いても指摘されているのではないかと理解しております。 

 ですので、基本的には科学的知見をいただくのですけれども、結局それに付随する対策

の在り方みたいなところは、ややファジーというか、両方にかかるようなところがあって、

ただ、最終的に政策を決定するのは政府だと、こういう関係だと認識しております。 

 それから、人材育成のほうですけれども、これも文章を深める中できちんと整理してい

きたいと思いますが、機構内の人材の専門性を高めていくということと、いざ、感染症有

事になりましたときには、全国的な感染症の公衆衛生対応人材が必要になってくるという

ことでもありますので、機構外の人材の育成をどのようにやっていくか、今、感染研を中

心に取り組んでいるものをどのように進めていくか、こういう観点も含めて記載をまとめ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○中野部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、自己紹介も兼ねて、私からも意見を少しだけ述べさせていただきます。川崎

医科大学の小児科の中野でございます。ずっと臨床医で感染症とかワクチンに関わってま

いりましたが、感染症というのは国境もないですし、年齢の差異というのもなくて、やは

り全ての方がいろいろなことで被害をこうむる疾患でございますので、しっかりとこれか

らも対策を立てていく必要があると考えております。 

 私からは２点、御質問というか、コメントをさせていただきたいと思います。 

 花井委員をはじめ、多くの委員の方が御指摘になられた、第１期中期目標の構成イメー

ジでは、第３というところに書いていただいてある「国民の生活及び健康に重大な影響を

与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する事項」とい

うことで、今回JIHSの設立のきっかけとなったコロナによる様々な影響、そして、今度、

２つのNCGMと感染研が一緒になって、このJIHSができるに際して、やはり新しくプロデュ

ースされた大切な柱だと思っています。 

 この柱は非常に大切だと思っているのですけれども、難しいところは、やはり現在パン

デミックは、幸いにコロナに関しましては一段落しています。次、いつ何が起こるかは分

かりません。そして、いろいろな準備というのは、予算もかかれば、実際に計画したこと、

備えたことが、そのまま活用できるかどうかは分からないという部分が多いと思うのです。 

 そんな中で、体制整備をしていかなければならないわけなので、結構先の見えないとい

うか、何が目標かというのが難しいターゲットになるかと思っています。 

 しかし、大きな目標の柱の１つにあることは間違いないわけで、ということは、これか

らNCにおいて、高度専門医療研究評価部会で実施しているように、恐らく毎年評価という
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のがなされていくと思うのです。ですから、評価によって、現状で不足している部分とか

改善すべき部分、あるいは、こういったことがもっと必要なのではないかと、臨機応変に

評価を得て、さらに、この中期目標を次の年度に向けて改善できるような、なかなか口で

言うのは易くても、本当にそれを具体化していただくのは非常に難しいと思うのですけれ

ども、これから、この構成イメージから具体化していくのが今後のステップだと思います

ので、ぜひ評価をして、新しくより充実させていけるような中期目標として、この後、具

体化をよろしくお願いしたいなと思います。それが、いろいろな委員の先生方がおっしゃ

っていただいた、いろいろな要素とも関係することかなと、私自身は感じました。これが

１点目です。 

 もう一点目は、資料のページ数で申し上げると、３ページになるのですかね。３ページ

の下半分の「２ 機構の機能」というところで、JIHSがオレンジ色で真ん中に書いていた

だいてあって、先ほど御説明がございましたように、感染症指定医療機関、協力医療機関

というのが左上、左下に産業界・アカデミア、右上にWHOとかCDC、右下に自治体、地方衛

生研究所等というのがあって、この２つの円がそれを取り巻いていて、感染症臨床研究ネ

ットワークの構築とか、研究開発の推進とか、国際連携とか、人材育成とか、やはり今日、

多くの委員が指摘された大切なポイントがキーワードとして出ています。 

 私が気になったのは、視覚に訴える位置づけなのですけれども、例えば、人材育成とい

うのは、恐らく全部にかかると思うのですが、どちらかというと、自治体とか地方衛生研

究所寄りのところに書いてあって、国際連携がWHO、CDCに近いのはもちろん理解できるの

ですけれども、今日強調された広報とか、リスクコミュニケーションというところも大事

で、恐らく細部の文章まで御覧にならない方もいらっしゃるので、結構、視覚に訴える資

材というのは、ぱっと見て誤解のないように広く分かるように、これから広報をしていけ

ると、このJIHSは、どのような形で発足して、どのように機能していくかというのが、専

門家の方にも、国民の皆様にも分かりやすくなるといいなと私は思いました。 

 私からのコメントは以上で、特に、現状でお答えを求めるものではございません。 

 何か事務局からございますか、今のことに。 

○渡邊室長 部会長から総括的なコメントをいただきまして、ありがとうございます。 

 １点目は、今後の作業で、今日、委員の皆様からいただいた御意見をしっかり反映して

いけるように進めていきたいと思います。 

 機構の機能の図につきましては、この図も結構悩みながら書いたのですけれども、複層

的なというか、関係機関も様々ある中で、なかなか２次元の図が難しいところではござい

ますが、視覚資材が重要というところは、おっしゃるとおりかと思いますので、さらに工

夫できるところがあるか考えてまいりたいと思います。どうもありがとうございます。 

○中野部会長 ありがとうございます。 

 それでは、委員の先生方から、ほかに何か御意見があれば承りたいと思いますが、各先

生方、いかがでしょうか。 
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 花井先生、お願いします。 

○花井委員 花井です。 

 先ほど土井先生がおっしゃられた提言、政府との関係というところなのですけれども、

いつも気になるところで、CDCは声が大きいのですね。つまり、政府とごちゃごちゃ裏でや

り取りしていないわけですよ。こうすべきだと言ってしまって、割とCDCは科学者集団とい

うか、専門家集団なので、自分たちが正しいということを主張して、たまには失敗もやら

かすわけですけれども、そういったところの、いわゆる提言という話と、政府がシンクタ

ンクとして使うというイメージとは少し違うと思うのです。 

 国民の視線から言うと、もう少し専門家集団は言うべきことを言っていいのではないか

と。政策決定は、政府は永田町からも風が結構吹いてくるので、必ずしもサイエンスでは

ないという部分が出てくるのですよ、これまでの感染症対策の歴史を鑑みると。 

 政府も専門家集団から声を大きく言ってもらったほうが、ある種、不穏な風から守って

もらえるという手もあるので、いわゆる提言という意味は、結構大きいと思うのです。 

 これまでPMDAもそうなのですけれども、あまり政府を困らせないように、勝手なことを

言わないようにするという感覚はあるのですけれども、やはりそこのところは、この時代

なので考えたらよいかなと、少し思いました。 

 それから、もう一点は、国民に対してなのですけれども、御案内のとおり、CDCはMMWRと

いう週報が出るわけですけれども、ああいった形で国民が、ある種、感染症の天気予報的

なものが、疾病全体の天気予報的なものが、あれで分かるわけですけれども、一例ですけ

れども、薬機法上の生物由来製品の感染症定期報告というのがありまして、これは、あく

まで生物由来製品の安全性のために、企業に世界中のいろいろな感染症の状況の論文が出

てきたら報告しているのですよ。それは血液だけではなくて、世界中の感染症、ウエスト

ナイルとか、いろいろなものが出たときに、こっちでこんなものが出たのかというのが分

かるようになっていて、ああいったものというのが、観測気球として、血液だけではなく

て非常に役に立っていると思うので、例えば、そういったものもCDC的に、この新法人が国

民に対して情報提供できるようなものがあればいいかなと思うので、事務局に聞きたいの

は、例えば、週報的な、ああいうものを出したらどうかというのを考えているかどうかが

１点。 

 もう一つ、先ほど部会長がおっしゃられた、何が起こるか分からないときに、例えば、

中期目標に書きました、そうしたら、それを実現するためには、陰圧室をもっと増設しな

ければいけません、お金はどうしてくれるのですか、それから、特化した外来をつくるの

に優遇が必ず必要だけれども、今、病院の予算は診療報酬で全部賄いなさいと、医師１人

増やそうと思ったら、それでどれだけ稼げるのかというのが絶対必要になっているのが病

院経営だし、NCでもそうだったわけですけれども、それでもパンデミックのときに医師が

足りなくなったり、何々科の先生が足りなくなったりするのですが、その辺の目標を立て

たら、これだけ必要な予算がありますよというときに、ちゃんと予算的裏づけはつくよう
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に、今度はなるのでしょうかという質問の２点です。 

○中野部会長 花井委員、どうもありがとうございます。 

 確かに、CDCのMMWRとか、WHOのWeekly Epidemiological Recordは、感染症の専門家はも

ちろん、ほかの方々もたくさん御覧になって、それがニュースリリースにもなって流れて

います。 

 感染研も、今、IASRで毎回特集を組んで、その他、月報、日報も出していただいていま

すが、やはり言語が、世界に広く通じる英語と日本語という点での差異もあるかなと、私、

日常考えたりもしています。 

 ただ、それ以外に、予算のことも含めて、花井委員から御指摘もありましたので、事務

局からも、私は、今、お話を聞いて非常に納得がいくというか、それは大事なことだなと

思う一方で、CDC、WHOと少し違う観点も日本の場合はあるかなということもあって、難し

い点もあるかなとも、両方を感じましたが、事務局、いかがでしょうか。 

○荒木課長 事務局の感染症対策課の荒木でございます。 

 花井委員、御指摘ありがとうございます。 

 今、中野先生が、いみじくもフォローされましたけれども、今も現感染研においても、

週報なりIASRのような形で少し発信はしているのですが、なかなか発信がうまくない部分

もあると思いますし、今後のリスクコミュニケーション、あるいは定期的に感染症の予報

という観点で、新しいJIHSがどのように貢献できるかということについては、具体化する

際に考えていきたいと思っております。 

 １点目については、以上です。 

○渡邊室長 続きまして、予算の関係ですけれども、来年度という意味では、現在まさに

折衝中のところがございまして、目標に見合うよう、しっかりと確保をしていきたいとい

うのが基本で、努力をしてまいりたいと思います。 

○中野部会長 ありがとうございます。 

 花井委員、いかがでしょうか、よろしいですか。 

○花井委員 釘を刺しておくと、６年間の中期目標ですと、このくらいの予算がつく、単

年度予算なので、概算要求、財務省と折衝はあるけれども、６年でこれだけやろうと計画

を立てて、このくらいのお金が来るかなと思ったら、６年間の間でどんどん減らされて、

はしごを外されて、こんなはずではなかったという例が過去にもあるので、やはり国の安

全保障にも関わる機関なので、６年間の中期目標に見合った予算が、もちろん１年単位だ

とは思うのですけれども、やはり予算が先細ることがないようにというのは、重ねてお願

いしたいと思いました。 

 以上です。 

○中野部会長 貴重なコメントをありがとうございます。 

 ほか、委員の皆様方から御意見はいかがでしょうか、福島委員、お願いします。 

○福島委員 ありがとうございます。 
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 そして、私、先ほど発言する前に、自己紹介を忘れまして大変失礼いたしました。改め

まして、大阪公立大学の公衆衛生学の福島と申します。 

 ２点ございまして、１点目は、中期目標を立てて、それを評価されていくわけですけれ

ども、統合のシナジー効果を評価する項目は、今の案の中に入っておりますでしょうかと

いうのが、１つお尋ねしたいところです。 

 感染研とNCGMが、これまでやってきた業務を漏れなく書いていただいているとは思うの

ですけれども、では、統合によってどういうよい成果が出たのかというのも、当然、評価

していかなければならないことだと思いますので、それが１点です。 

 あと１点は、私、最初の発言で自分の統合資料のほうでページ数を説明してしまってお

りまして、それも大変申し訳なかったなと思うのですけれども、改めまして、資料２のペ

ージ数で言いますと、下のページ数で３ページ目ですけれども、一番下に「公衆衛生研究

の分野」と書いています。 

 先ほど井上委員が御発言されましたときに、「公衆衛生分野の研究」と言われましたが、

私も「公衆衛生研究」と、あまり日本語で積極的に言ったことはなくて、「公衆衛生分野

の研究」というのが、なじみがあるところです。ただ、ほかの基礎研究、臨床研究という

並びで言いますと、公衆衛生研究になるのかなと思いますし、今、英語で調べたところで

は、パブリック・ヘルス・リサーチとか、そういうことも言うようですので間違いではな

いのでしょうけれども、公衆衛生をやっている私も、あまりふだんは言わないことですか

ら、少し気になりました。 

 その辺、最終の文章を整えられるときに、少し精査していただければありがたいなと思

います。 

 すみません、質問１点と、コメント１点です。それで、２番目のコメントは、必ずしも

反映していただかなくてもよいことですので、気づいた点ということで申し上げておきま

す。 

○中野部会長 ありがとうございます。 

 シナジー効果、１足す１が２以上の効果がどうかという、その評価がどうかということ

ですね。 

 事務局、お答えは、何かございますでしょうか。 

○渡邊室長 ありがとうございます。 

 統合に伴います、よくなる点ということであります。今日の資料では、まだ十分に書き

きれておりませんが、２つあると思っていまして、病院を有するNCGMと感染研の病原体解

析などをする基礎研究の分野が一緒になりますことで、有事の情報収集・分析あるいはリ

スク評価というのは、迅速に質を高めて行えるようになると思います。 

 それらは、有事にならないと評価ができないということではなくて、平時から国に情報

提供をいただくものの質がよくなるというところがあるかと思います。それが１点です。

その部分をしっかり評価できるようにしていくということかと思います。 
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 もう一点は、今日の資料ですと、第４の冒頭の記載方針のところに少し書かせていただ

いておりますが、基礎のほうから公衆衛生、臨床のほうまで一気通貫で研究をしていくと

いうことであります。 

 協働連携をする中で、よりよいこれまでなかったような研究成果が出ていくということ

が目指す姿だと思いますので、そういう成果が出るかどうかというところの評価をしてい

くのではないかと考えておりますが、この辺りは、また、次回以降、先生方に御議論をし

ていただけるような資料を御用意したいと考えております。 

 公衆衛生研究の件も、どうもありがとうございます。 

 以上です。 

○中野部会長 ありがとうございます。 

 ほかに何か委員の先生方から、御意見、御質問はございますでしょうか。 

 事務局もよろしいですか、何かございますか。 

 土井委員、お願いいたします。 

○土井委員 ありがとうございます。 

 今、ちょうど評価の話になっているので、これは、お聞きしたい点ですけれども、評価

軸の設定とか、そういったことがある程度書かれてはいるのですけれども、先ほどの花井

委員のお話にもありましたように、やはり適正、適切な評価をすることによって、はしご

を外されないようにという言葉がありましたけれども、そこにもつながってくる重要な点

かと思います。 

 具体的にそれぞれの分野、研究開発ですとか、感染症対応のところ、ドメインごとの評

価が、どこが主体で、どのように行っていくのかというのは、また、これから詳細が決ま

っていくという理解でよろしいでしょうか。 

○中野部会長 土井委員からいただいた御質問は、評価の具体的なことですね。 

 事務局からございますか。 

○渡邊室長 ありがとうございます。 

 今年度、この中期目標をまとめられましたら、それに基づく法人評価というのは、まさ

にこのJIHS部会で、先生方にお願いするということになります。 

 具体的にどういう観点で、どのようにやっていくかというのは、まだ、そこまで整理で

きておりませんので、まず、今、事務局では目標の作業をしているところでございます。 

○土井委員 ありがとうございます。 

○中野部会長 ほかに委員の先生方から御意見、コメントはございますでしょうか。 

 よろしいですかね。それでは、活発な御討議をどうもありがとうございました。 

 事務局からも、一つ一つ細部にわたってお答えいただきまして感謝申し上げます。 

 それでは、本日、委員から様々な御意見をいただきましたので、事務局におかれまして

は、本日出された御意見を踏まえて、中期目標の案を作成していただければと思います。 

 それでは、事務局にお返し申し上げます。よろしくお願いいたします。 
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○廣川室長補佐 事務局でございます。ありがとうございました。 

 本日いただいた御意見を踏まえまして、中期目標の案を作成しまして、次回の部会にお

いて御意見をいただきたいと考えております。 

 次回の日程につきましては、事務局より改めて御連絡を差し上げます。 

 本日は、お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございました。 

○中野部会長 ありがとうございました。 


